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ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

町
内
で
の
環
境
美
化
活
動
費

を
補
助
し
ま
す　

　

町
で
は
、
自
然
保
護
や
環
境
美

化
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体

に
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
や
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、

環
境
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
対
象
者

　

町
民
が
主
体
と
な
っ
て
運
営
さ

れ
て
い
る
団
体

▼
対
象
事
業

・
河
川
、
道
路
、
公
園
の
清
掃
や
、

草
刈
等
の
環
境
美
化
活
動

・
植
栽
等
の
環
境
保
全
活
動

▼
補
助
金
の
種
類

○
い
の
町
自
然
保
護
・
環
境
美
化

等
活
動
事
業
費
補
助
金

○
い
の
町
仁
淀
川
水
系
清
流
保
全

対
策
事
業
補
助
金

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

環
境
課

☎
８
９
３-

１
１
６
０

お
知
ら
せ

「
こ
ど
も
の
日
」
プ
ー
ル

無
料
開
放
に
つ
い
て

　

健
康
増
進
施
設
い
や
っ
し
～
土

佐
で
は
、
日
頃
の
皆
様
の
ご
利
用

に
感
謝
し
て
、
今
年
も
「
こ
ど
も

の
日
」
に
プ
ー
ル
を
無
料
開
放
し

ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

　

５
月
５
日（
日
）

　

10
時
30
分
～
18
時
30
分

　

（
最
終
入
場
時
間
17
時
45
分
）

▼
対
象
と
な
る
方

・
幼
児
、
小
学
生
、
中
学
生

・
お
子
様
（
幼
児
及
び
小
学
３
年

生
以
下
）
に
付
き
添
い
の
保
護

者
１
名

▼
注
意
事
項

　

当
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

小
学
３
年
生
以
下
の
方
は
、
保

護
者
と
同
伴
で
な
け
れ
ば
利
用
で

き
ま
せ
ん
。
な
お
、
保
護
者
１
名

に
対
し
て
２
名
（
小
学
３
年
生
以

下
）
ま
で
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

再
入
場
の
際
は
通
常
の
施
設
利

用
料
が
か
か
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

い
や
っ
し
～
土
佐

☎
８
５
２-

７
６
１
８

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保

険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）
に
つ
い
て

　

４
月
・
６
月
・
８
月
の
特
別
徴

収
金
額
は
、
原
則
と
し
て
２
月
の

特
別
徴
収
金
額
と
同
額
を
徴
収
し

ま
す
。

　

た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
税
は
、

現
在
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
方
の

う
ち
平
成
31
年
度
中
に
世
帯
主
が

75
歳
に
な
ら
れ
る
方
は
、
４
月
以

降
は
特
別
徴
収
し
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
通
知
書
は
、
７
月
の
本

算
定
時
に
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
納
付
書
又
は

口
座
振
替
で
納
め
ら
れ
て
い
た
方

で
、
新
た
に
４
月
か
ら
特
別
徴
収

が
開
始
さ
れ
る
方
は
、
４
月
上
旬

ま
で
に
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

２
項
道
路
沿
い
に
建
物
を
建

築
す
る
際
の
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク

に
つ
い
て　

　

都
市
計
画
区
域
内
で
建
物
を
建

築
す
る
際
に
は
、
建
築
基
準
法
の

規
定
で
幅
員
が
４
ｍ
以
上
の
道
路

に
接
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
道
路

の
う
ち
、
特
定
行
政
庁
が
指
定
し

た
幅
員
が
４
ｍ
未
満
の
道
路
（
法

４
２
条
２
項
道
路
）
に
接
す
る
敷

地
で
建
物
を
建
築
す
る
場
合
、
原

則
と
し
て
道
路
の
中
心
線
か
ら
両

側
に
２
ｍ
ず
つ
後
退
（
セ
ッ
ト

バ
ッ
ク
）
し
た
と
こ
ろ
ま
で
を
道

路
と
み
な
し
、
自
己
所
有
地
で

あ
っ
て
も
後
退
部
分
に
は
建
物
や

門
、
塀
、
柵
な
ど
は
造
れ
ま
せ
ん
。

　

道
路
は
、
人
や
車
の
通
行
だ
け

で
な
く
、
消
防
車
や
救
急
車
と

い
っ
た
緊
急
車
両
の
通
行
や
日
照
、

通
風
、
採
光
な
ど
安
全
・
安
心
で

快
適
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
上

で
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま

す
の
で
、
建
築
の
際
に
は
セ
ッ
ト

バ
ッ
ク
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

土
木
課

☎
８
９
３-

１
１
１
６


